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１回
目 Ｚ ― ―

○　医療関係業務における労働者派遣については、事前面接、履歴書の送付等、労働者を特定
する行為が禁止されており、チーム医療内での十分な意思疎通が阻害されるおそれがあるなど、
チーム医療への影響に対する懸念という医療政策上の配慮から、限定された組織内の派遣で
あっても、原則として適用除外とすべきであると考えられる。

○　また、医師が２つの病院で業務を行うことについては、労働者派遣によらずとも、在籍出向等
により実現することが可能であると考えられる。労働者派遣以外の方法によることが不可能なの
であれば、まずは指定自治体において、その理由を明確に示されたい。

ａ

　総合メディカルゾーン本部では、小児・周産期医療や、救急医療など両病院で連携協力して拠
点化を図ろうとしている。
　しかしながら現状では、医療従事者が他方の病院の業務にスポット的に従事するには、営利企
業の従事許可や兼業許可をとり、勤務時間外に従事している状況であり、勤務時間内に業務命
令で従事することができれれば、組織的に連携協力することができる。
　本件については、平成２４年９月２１日の実務者協議において労働者派遣によらずとも、在籍出
向等により実施可能との見解をいただいた。

【出張命令（業務命令）】
　「出張命令（業務命令）」は、自らが所属する病院を勤務公署としたままで、スポット的に他方の
病院に派遣し、業務を行うことができ、「労働者派遣法以外の有効な方法」と考えられる。そのた
め、病院間で出張命令（業務命令）に係る協定を締結し、この協定に基づき、出張命令（業務命
令）により職員を派遣するという方法について、営利を目的としていない、宣伝広告等を行ってい
ない等から、労働者派遣業にあたらない方法として実施を検討したい。
　また兼業禁止規定等についても総務省との間で問題ない旨確認が取れたので併せて実施を検
討したい。

【在籍出向】
　「在籍出向」については、当方で確認した限りにおいては、県職員の場合、「公益的法人等への
一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づき、「公益的法人等の業務に専ら従事させ
るために職員を派遣する」制度であり、スポット的な派遣は、同法に基づく「在籍出向」には当たら
ず、できないのではないかと考える。

【内閣府コメントなし】 Ⅰ

２回
目

１回
目 Ｚ ― ―

９月２１日に実務者レベルの打ち合わせを実施し、連絡橋で連結する徳島大学病院と徳島県立病
院を一体とみなし大学病院で製剤したＰＥＴ薬剤を県立病院へ供給することに関して、大学病院の
医師等が県立病院の職員を併任することは可能なのか確認を依頼している。（別途、医療機関側
の対応として、「患者を移動する」等の視点でも対応可能なのではないかと提案している。）

ｄ

　国立大学法人と県とでは異なる組織であるため併任は困難であるが、兼業の許可は可能と考
える。なお、この場合、当初提案の各病院の薬剤を一括製造した後、各病院に持ち帰ることが可
能か確認していただきたい。

　なお、上記の方法が認められず、当方の提案目的が達成されない場合は、他地域（関西イノ
ベーション総合特区）の類似の提案において、『「医療機関における自家細胞・組織を用いた再
生・細胞医療の実施について」の中で示している、複数の医療機関において共同で再生・細胞医
療を実施する場合の要件と同様の要件を満たすものであれば、院内合成ＰＥＴ薬剤の譲渡を行う
ことについて、差し支えない』との見解が示されており、本県についても同様の対応がとられるよ
う、すみやかに見解をいただきたい。

　『「患者を移動する」こと等で対応可能ではないか』とのことであるが、徳島大学病院でのＰＥＴ検
査は１ヶ月程度待たなければならず、さらに患者を送るということでは問題の解決になっていな
い。

自治体が要望するPET製剤の供給について、厚労省より
職員併任により可能との見解が示されたが、自治体はこ
れを行う具体方法について確認を求めている。厚労省は
見解を示すこと。

Ⅲ

２回
目 Ｚ ― ―

11月16日第２回目の実務者面談において、当課より、両医療機関の身分を併せ持つ者が製造し
たものを各医療機関へ持ち帰ることは可能であるとした。提案者からは両医療機関の身分を併せ
持つことが可能であることが示されなかったので、再度検討することとなった。また、再生医療の
通知を準用する考え方については、提案者から具体的な内容を提案してもらい検討することと
なった。

ａ

　本件については、平成２４年１１月１６日の実務者協議において、大学病院と県立中央病院の身
分を併せ持つ者が一括製造した後、各病院に持ち帰ることは可能との見解をいただいた。

　また、「２つの病院の身分を併せ持つこと」については、内閣府と相談の上、総務省に確認したと
ころ、総務省からは「県と徳島大学という異なる団体の身分をもって、双方の命令に基づく職務を
同時に果たすことは問題ない」旨確認をいただいたので、両病院の身分を併せ持つ者によるＰＥＴ
検査用診断薬の一括製造の実施を検討したい。

【内閣府コメントなし】 Ⅰ

１回
目 Ｚ ― ―

○御提案は、災害時（※）に大学病院から県立病院への電気の供給を「特定供給」として行いた
いというものと認識。
（※具体的には、電力会社から大学病院への供給は、地中化された特別高圧送電線による電気
の供給であるため、災害時にも強いことから、電力会社から大学病院が受電する電気の一部を
高圧に変電し、大学病院から県立病院に融通したいというもの。）。

○しかしながら、本件は、自家発電設備を用いて電気の供給を行うのではなく、電力会社から大
学病院が受電した電気を県立病院に単に横流しするだけであるため、「特定供給」にはあたらな
い。

○今回の提案の目的が、災害時に電力会社から県立病院への電力供給を遮断されにくくしたい
ということであれば、大学病院と同様に電線を地中化する方法などが現実的であると考えられる
ため、事業の目的と手段について改めて整理する必要がある。

ｄ

　本提案は、電気事業法を管轄する当局より、「特定供給」にあたり、要件を満たさないため許可
できないとの見解を受け、総合特区制度を活用し、規制の特例措置を求めたものである。

　本件が電気事業法で規定する特定供給にあたらないとの見解であるならば、県立中央病院が
災害時に他の方法により電力を確保することができなくなった場合に、徳島大学病院から電気供
給を受けることについて、電気事業法上の問題はないものであるか明確な回答をいただきたい。
（もし、問題があり、この電気供給が不可能との見解であるならば、抵触する規定の特例措置を求
めるものである。）

　なお、災害時に電力会社から県立病院への電力供給を遮断されにくくする方法については、ご
提案の独自に引き込み電線を地中化する方法は多額の費用（５千万円程度）を要することから、
既存の設備を活用する本件提案（電線架設：費用３００万円程度）が問題を解決するには最も合
理的である。

経済産業省からは、特定供給にあたらないとの見解が示
されているが、大学病院から県立病院への送電に関す
る、電気事業法上の問題の有無が明確にされていない。
経済産業省は、この点について見解を示すこと。
なお、徳島県は９月２１日の実務レベル打ち合わせで経産
省より質問された事項（電気料金負担、一契約の可能性）
について明らかにすること。

Ⅲ

２回
目 Ｄ ― ―

　徳島県立中央病院における非常時の電力確保対策については、徳島大学の特別高圧受電設
備等を共用する、設備共用受電という形であれば、現行法令上対応可能と考えているが、実務上
の課題として、例えば、責任分界の明確化、保安の確保、計量の問題などが考えられるところ、徳
島大学、徳島県、四国電力の３者協議により検討を深める必要がある。

ａ

　本件については、徳島大学の特別高圧受電設備等を供用する、設備供用受電という形であれ
ば可能との見解をいただいた。

　今後、徳島大学、徳島県、四国電力の３者協議により実務上の課題を検討し、当該事業を実施
していきたい。

【内閣府コメントなし】 Ⅰ

整理
番号

国と地方の協議【書面協議】　指定自治体の回答

【ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他】
特区
区分

総合
特区
名

提案事項名

災害発生後の非常時において、電力
事業者から県立中央病院への送電が
遮断され、かつ県立中央病院の自家
発電設備も使用不能となった場合に、
徳島大学病院が電力事業者から送電
される特別高圧電力（６．６万ボルト）
を、高圧（６．６千ボルト）に変電し、送
電することが可能となる特定供給に係
る規制を緩和する。
徳島大学病院は特別高圧を変電所か
ら地下埋設の専用送電線で直接引き
込んでおり、途絶する可能性が少な
い。

連絡橋で連結する大学病院と県立病
院を一体とみなし、徳島大学病院で製
剤したPET用FDG剤の県立中央病院
への供給に関する薬事法の特例措置

　「総合メディカルゾーン本部」として、
大学病院と県立病院を一体とみなし、
両病院でPET-CT検査を可能とするた
め、徳島大学病院で製剤したPET用
FDG剤の県立中央病院への供給に関
する薬事法の特例措置が必要であ
る。

（１台の製造機器では１日複数回のＦ
ＤＧ剤の製造が困難）
現行制度においても中央病院の職員
が徳大病院の製造器機で製造して持
ち帰ることは可能
　　　↓
使用期限が短く、使用する当日に製造
しなければならない薬剤なので、１日２
回の製造が必要（大学病院分と県立
中央病院分）
　　　↓
薬剤合成時に放射性ガスが製造機器
内に溜まり、ガスが減衰するまでに１
日かかるので、１日２回の製造は不可
能なので、1日1回徳大病院で製造した
ものを徳大病院と県立中央病院で使
用したい。
県立中央病院では10月に開院する新
病院において検査を予定しているが現
状では遠くて時間のかかる岡山から入
手しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　内閣府記載欄

【Ⅰ：提案者の取組を実現するための方策について国と地方
で合意に至ったもの
Ⅱ：提案者の取組を実現するため方策の方向性について合意
至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの
Ⅲ：取組を実現するための方策について国と地方の間に見解
の相違があり、合意に至らなかったもの
Ⅳ：一旦協議を終了し、提案者側で再検討を行うもの】

対面協議提案事項の具体的内容 政策課題 回数

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解

【A-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　A-2：全国展開で実施　B：条件を提示して実施　C：代替案の提示
D：現行法令等で対応可能　E：対応しない　F：各省が今後検討　Z：指定自治体が検討】

地域
30

先導的
な地域
医療の
活性化
（ライフ
イノ
ベー
ション）
総合特
区

「総合メディカル
ゾーン本部」内を
単一の病院とみな
した制度・法令上
の取扱い（PET検
査用診断薬の供
給）

2042

地域
30

先導的
な地域
医療の
活性化
（ライフ
イノ
ベー
ション）
総合特
区

「総合メディカル
ゾーン本部」内を
単一の病院とみな
した制度・法令上
の取扱い（非常時
の電気供給）

2047

地域
30

先導的
な地域
医療の
活性化
（ライフ
イノ
ベー
ション）
総合特
区

「総合メディカル
ゾーン本部」内を
単一の病院とみな
した制度・法令上
の取扱い（医療従
事者の相互派遣）

2041
隣接する徳島大学病院と県立中央病
院間の医療従事者の相互派遣を可能
とするための派遣の制限の緩和

「総合メディカルゾーン本部」におい
て、医療従事者育成の魅力ある研修
の場として、指導体制の充実を図り、
地域医療再生の拠点とするため、労働
者派遣法の規制緩和が必要である。

現状では労働者派遣法により、病院で
医療を行う医師（歯科医師、薬剤師、
看護師、助産師、栄養士、歯科衛生
士、診療放射線技師、歯科技工士）の
派遣が規制されているが、医療従事者
の育成を図るため、救命救急センター
や外来等において、指導医として、医
療行為を行ってみせ、また、研修医の
医療行為に対して指導を行う。
　指導医が行った医療行為の責任は
派遣先、医療行為を行う病院と考えて
いる。（県立中央病院救命救急セン
ターで、徳島大学病院から派遣された
指導医が初期臨床研修医等を指導す
る。また、県立病院から派遣された医
師が大学病院専門診療科において若
手医師を指導する。）

厚生労働省医
薬食品局監視
指導・麻薬対策
課、医政局総務
課

薬事法第12条1
項、第13条1項、第
14条1項、第24条1
項

経済産業省資
源エネルギー庁
電気・ガス事業
部電力市場整
備課

電気事業法第１７
条
電気事業法施行規
則第２１条

厚生労働省医
政局医事課、職
業安定局派遣・
有期労働対策
部需給調整課

労働者派遣事業の
適正な確保及び派
遣労働者の就業条
件の整備等に関す
る法律第４条第１
項第３号
労働者派遣事業の
適正な運営の確保
及び派遣労働者の
就業条件の整備等
に関する法律施行
令第2条

「総合メディカルゾーン本部」として、大
学病院と県立病院を一体とみなし、大
規模災害発生時の電力確保対策とし
て、徳島大学の特別高圧設備から県
立中央病院への送電を可能とする電
気事業法の規制緩和が必要である。
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